
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日
受
領

答

弁

第

一

九

五

号

内
閣
衆
質
一
八
〇
第
一
九
五
号

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
宇
和
島
徳
洲
会
病
院
の
診
療
報
酬
不
正
請
求
問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
宇
和
島
徳
洲
会
病
院
の
診
療
報
酬
不
正
請
求
問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

個
別
の
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
（
以
下
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
監
査
及
び
監
査
後
の
措
置

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
保
険
医
療
機
関
等
の
権
利
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
診
療
報
酬
の
不
正
な
請
求
が
疑
わ
れ
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
て
監
査

を
実
施
し
、
不
正
な
請
求
の
事
実
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
事
案
の
内
容
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
等
の
指
定
の
取
消
し
（
以

下
「
取
消
処
分
」
と
い
う
。
）
等
を
行
い
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
が
保
険
者
に
対
し
て
返
還
す
べ
き
金
額
等
を
当
該
保
険

者
に
通
知
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
取
消
処
分
に
つ
い
て
は
、
公
示
し
て
い
る
。

今
後
と
も
診
療
報
酬
の
不
正
な
請
求
に
つ
い
て
は
、
厳
正
に
対
処
し
て
い
き
た
い
。


